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No. 66　磁石と鉄球の誤飲による小腸穿孔の類似事例　ネオジム磁石の誤飲　その後
No. 109　高吸水性樹脂球の誤飲による腸閉塞　その後

『令和 5 年 6 月からマグネットセットと水で膨らむボールの販売が規制されました‼（図 1）』

図 1　経済産業省のホームページの「消費者への注意
喚起」資料
出典：経済産業省ウェブサイト

（https://www.meti.go.jp/press/2023/05/ 
20230516002/20230516002.html）

　施行から 6 か月間は移行期間となり，12 月から正式に規制となるため，令和 5 年 12 月 19 日以降は技術
基準を満たし PSC マークが表示されたものでなければ市場での販売が出来なくなる（図 2）．この規制に
より，これまで Injury Alert に報告のあったマグネットセットや水で膨らむボールは，販売されなくなる．
なお，マグネットセットはおもちゃとしての販売以外にも「14 歳以上向けストレス解消」等の記載で販売
されている場合があるが，こうした子ども向けではない製品についても，新たな規制の対象になり，販売
できなくなる．さらに経済産業省によると「中古品も規制の対象となる」とのことであり，今後マグネッ
トセットや水で膨らむボールの誤飲による傷害がゼロになることを期待している．
　ただし，注意点がある．経産省は「DIY の材料や模型等に使用されるホビー材料として販売されるネオ
ジム磁石」について「今般の規制の対象外」とする見解を示しているため，今後も世の中のネオジム磁石
がゼロになるわけではない．また，既に販売されたものは回収されないため，今後も注意喚起が必要であ
る．
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図 2　規制内容と罰則などについて
参照：経済産業省 産業保安グループ．“子供の安全のため玩具への新たな規制が導入され
ます，”．経済産業省．
https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230516002/20230516002.html（参照 2023-6-27）

参照：経済産業省 産業保安グループ．“子供の安全のため玩具への新たな規制が導入されます”．経済産業
省．
https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230516002/20230516002.html（参照 2023-6-27）
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